
川崎市上下水道局規程第９号 

 川崎市上下水道局財務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和８年３月３１日 

川崎市上下水道事業管理者 白 鳥 滋 之      

 

   川崎市上下水道局財務規程の一部を改正する規程 

 川崎市上下水道局財務規程（昭和３９年川崎市水道局規程第８号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条中「組織の長」を「各号に定める職員」に、「事項を当該企業出納員

に」を「事務を」に、同条第１号中「財務課」を「財務課 財務課の出納・財

源担当の担当課長（以下「財務課担当課長」という。）」に、同条第２号中「

管財課」を「管財課 管財課長」に、同条第３号中「給水装置課」を「給水装

置課 給水装置課長」に改める。 

 第３条第１項中「事故あるとき」を「事故があるときは」に、同条第２項中

「事故あるときに」を「事故があるときに」に改め、同条に次の１項を加える

。 

３ 前項の規定に基づく副企業出納員に事故があるときは、企業出納員が属す

る所属の他の担当係長を副企業出納員にすることができる。 

第４条中「サービス推進課」を「経営戦略室」に改める。 

第５条中「事故あるときは」を「事故があるときは」に改める。 

第６条第１項中「サービス推進課」を「経営戦略室」に改める。 

第２４条第１項中「及び財務課の下水道財務・財源担当の担当課長（以下「

財務課担当課長」という。）」を削る。 

第２５条中「財務課長」を「財務課担当課長」に改める。 

第２６条第２項中「及び財務課担当課長」を削る。 



第２９条、第３４条第１項、第３５条第１項、第４２条及び第４９条中「財

務課長」を「財務課担当課長」に改める。 

第５０条の２中「又は財務課担当課長」を削る。 

第５１条第３項、第５５条から第５７条までの規定、第５９条から第６１条

までの規定及び第６３条中「財務課長」を「財務課担当課長」に改める。 

第６６条第１項及び第６８条中「財務課長」を「財務課担当課長」に改める

。 

第６９条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（概算払）」を、第６

９条の２に見出しとして「（概算払の精算）」を付す。 

第７７条、第７８条並びに第８０条第５号及び第７号中「財務課長」を「財

務課担当課長」に改める。 

第８２条第１項第６号中「財務課長」を「財務課担当課長」に改め、同条第

２項中「みずほ信託銀行株式会社」の次に「、株式会社群馬銀行」を加える。 

第８５条中「財務課長」を「財務課担当課長」に改める。 

第８７条第１項から第３項までの規定中「財務課長」を「財務課担当課長」

に、同条第４項中「納入済通知書等等」を「納入済通知書等」に、「財務課長

」を「財務課担当課長」に改める。 

第８８条第１項中「財務課長」を「財務課担当課長」に改める。 

第８９条第１項及び第２項中「財務課長」を「財務課担当課長」に、同条第

３項中「出納取扱金融機関をして、株式会社ゆうちょ銀行から即時払受領書と

引換えに小切手を受領させ、即日当該金融機関の預金口座に振込ませる」を「

株式会社ゆうちょ銀行は、第１項の規定にかかわらず、財務課担当課長が指定

する日に指定する金額を出納取扱金融機関の預金口座に振り込む」に改める。 

第９０条第１項中「財務課長」を「財務課担当課長」に改める。 

第１７０条、第１７２条第１項、第１７５条及び第１７７条から第１７９条



までの規定中「及び財務課担当課長」を削る。 

第１８３条中「及び財務課担当課長」及び「又は財務課担当課長」を削る。

第１８４条中「又は財務課担当課長」を削る。 

第１８６条第１項中「及び財務課担当課長」を削る。 

第１８８条第２項中「又は財務課担当課長」を、同条第３項中「及び財務課 

担当課長」を削る。 

第１８９条第１項中「又は財務課担当課長」を削る。 

第１９０条第１項、第１９１条第２項、第１９４条及び第１９５条中「及び

財務課担当課長」を削る。 

第１９６条第１項中「又は財務課担当課長」を、同条第２項中「及び財務課 

担当課長」を削る。 

 第１９７条第１項中「又は財務課担当課長」を、同条第２項中「及び財務課 

担当課長」を削る。 

   附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


